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用語の定義 

・設計 ：工事目的物等の設計、仮設その他の設計及び設計に必要な調査又はそれ

らの一部をいう。 

・施工 ：工事目的物の施工及び仮設の施工又はそれらの一部をいう。 

・工事 ：設計及び施工をいう。 

・工事目的物 ：工事の目的物たる構造物をいう。 

・設計成果物 ：請負人が設計した工事目的物等の施工及び仮設その他の施工に必要な成

果物又はそれらの一部をいう。 

・本工事 ：相模湖系導水路（川井接合井から西谷浄水場）改良事業に係る導水施設

整備工事をいう。 

・水道局 ：横浜市水道局をいう。 

・監理技術者等 ：監理技術者資格者証を有する者又はこれと同等以上の資格を有するもの

と国土交通大臣が認定した者をいう。 

・別途工事 ：本工事の対象範囲でない工事をいう。 

・技術提案 ：工事目的物の品質及び施工技術等に係る設計段階からの提案をいう。 

・技術提案等 ：入札参加者が提出した技術提案並びに設計を含む施工計画、入札参加者

の設計・施工能力及び社会性・信頼性をいう。 

・技術資料 ：技術提案等に関する資料をいう。 

・設計書 ：調達公告時に示す工事費内訳書をいう。 

・設計図書 ：設計書、要求水準書及びこれらの図書に対する質問回答書並びに設計成

果物をいう。 

・設計図書（設計成

果物を除く。） 

：設計書、要求水準書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。 

・工水 ：工業用水道をいう。 

・旧旭・瀬谷ＳＣ ：旧旭・瀬谷地域サービスセンターをいう。 

・公有地 ：横浜市旭区川井宿町４番地１地先に位置する神奈川県横浜川崎治水事務

所が所管する用地をいう。 

・川井立坑 ：川井浄水場内に築造するシールド工の発進又は到達立坑をいう。 

・旧旭・瀬谷ＳＣ立

坑 

：旧旭・瀬谷ＳＣ内に築造するシールド工の発進又は到達立坑をいう。 

・西谷立坑 ：西谷浄水場内に築造するシールド工の発進又は到達立坑をいう。 

・鶴ケ峰立坑 ：鶴ケ峰排水池構内に築造するシールド工の発進又は到達立坑をいう。 

・工水立坑 ：工水事務所敷地内に築造するシールド工の発進又は到達立坑をいう。 
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総則 

要求水準書の位置づけ 

この要求水準書は、水道局が、本工事の入札参加者の募集及び落札者の選定に当たり、入

札参加者を対象に交付する「入札説明書」の一部として位置づけるものであり、本工事の工

事目的物等に要求する性能等についての水準を示すものである。 

入札参加者は、要求水準を満たす限りにおいて、本工事に関し自由に提案を行うことがで

きるものとする｡ 

なお、水道局は落札者を選定する審査条件として、要求水準書を用いる。また、請負人は、

本工事の契約期間にわたって要求水準を遵守しなければならない。 

 

本工事の概要 

本工事の目的 

相模湖系導水路は、相模湖系原水を西谷浄水場及び工業用水道鶴ケ峰沈でん池に導水す

る施設である。浄水処理用途の相模湖系水利権は 39.4 万 m3/日を有しているのに対して、

鶴ケ峰接合井から西谷浄水場までの導水能力は現状約 27 万 m3/日であり、上記の 39.4 万

m3/日を満足していない。また、川井接合井から鶴ケ峰接合井までの区間は、耐震性が不足

している。 

本工事は、導水能力の増強及び耐震性の確保を目的に、川井接合井から西谷浄水場まで

の相模湖系導水路約 10 ㎞の改良を行うものである。 

 

 

図 １-１相模湖系導水路概要図 

 

工事名 

相模湖系導水路（川井接合井から西谷浄水場）改良事業に係る導水施設整備工事 

公共施設等の管理者の名称 

横浜市水道事業管理者 水道局長 大久保 智子 
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工事場所 

横浜市旭区上川井町 2555 番地から横浜市保土ケ谷区川島町 522 番地まで 

工事形態 

発注方式 

本工事の発注方式は、設計及び施工を一括して請負人に委ねる設計・施工一括発注方

式（ＤＢ方式）とする。 

契約の形態 

水道局は、本工事の設計及び施工に関する工事請負契約を落札者と締結する。 

完成期限 

設計 令和５年３月まで 

施工 令和 15 年３月まで 

なお、鶴ケ峰第二接合井から西谷浄水場間の工事目的物については、令和 10 年３月ま

でに水道局へ部分的に引き渡すものとする。詳細は、第２の１に示す。 

本工事の対象範囲 

本工事の対象範囲は次のとおりとする。請負人は、設計及び施工を一体の工事として

実施する。 

契約スケジュール（予定） 

工事請負契約（設計・施工一括）締結  令和３年４月 

関連する他工事 

本工事は、工事期間、工事場所、工事目的物完成後の運用方法等について、水道局が別

途実施予定の次の工事と一部が関連する。 

 

表 １-１ 関連する他工事 

場所 工事名 

西谷浄水場内 西谷浄水場再整備事業（浄水処理施設）に係る整備工事 

西谷浄水場内 西谷浄水場再整備事業（排水処理施設） 

 

請負人に求める役割 

本工事は、水道局においては最大口径となる 2,400mm の導水管及び 1,500mm の連絡管を、

新たなルートにシールド工法で布設する。布設にあたっては、次の特殊性がある。 

布設延長が約９㎞と長く、付近の鉄道事業関連施設（東海道新幹線及び相模鉄道線）及

び他の地下埋設物に影響を与えないように地下約30ｍから50ｍの深さに布設する必要があ

る。 
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約30ｍの高低差がある２種のシールド路線を、縦配管を介して接続する必要がある。 

既存施設を稼働させながら新・旧施設の運用切替えを実施する必要がある。 

このことから、請負人の独自の技術やノウハウを活用したコスト縮減、工期短縮等を実

現する優れた業務の遂行を求めるものである。 

 

 

工事目的物 

工事目的物を表 １-２及び表 １-３に、概要図を図１-２に示す。表中の図番は、【別紙３ 

工事目的物平面・断面図（参考図）】の図番を示す。 

 

表 １-２ 工事目的物一覧（１/２） 

種

別 

工

種 

記

号 
名 称 仕様・規格等 図番 

シ
ー
ル
ド
内
管
路 

シ
ー
ル
ド
工 

S1 シールド内導水管 φ2400mm 川井立坑 ～ 旧旭・瀬谷ＳＣ立坑 ～ 西谷立坑 

１～15 

18～32 

36～37 

S2 シールド内連絡管 φ1500mm 旧旭・瀬谷ＳＣ立坑 ～ 鶴ケ峰立坑 ～ 工水立坑 

１ 

16～17 

33～35 

38 

接
続
管
路 

開
削
工 

C1 川井接続管(1) ― 

既設相模湖系導水管φ1500mm×２条 ～ (J1)川井新接合

井 
２ 

付帯；電動バタフライ弁１基×２条、バタフライ弁１基×

２条、流量計室 

C2 川井接続管(2) ― 
既設道志川系導水管φ1100mm ～ (J1)川井新接合井 

２ 
付帯；電動バタフライ弁 

C3 川井接続管(3) ― 
(J1)川井新接合井分岐 

２ 
付帯；バタフライ弁 

C4 川井接続管(4) φ2400mm 
(J1)川井新接合井 ～ (S1)シールド内導水管（川井立坑

内） 
２ 

C5 旭・瀬谷接続管(1) φ2400mm 
旧旭・瀬谷ＳＣ立坑内、(S1)シールド内導水管接続 

11 
付帯；バタフライ弁、Ｔ字管2400mm×1500mm 

C6 旭・瀬谷接続管(2) φ1500mm 

(C5)旭・瀬谷接続管(1) ～ (S2)シールド内連絡管（旧旭・

瀬谷ＳＣ立坑内） 11 

付帯；仕切弁、Ｔ字管 1500mm×1500mm 

C7 西谷接続管(1) φ2400mm 

(S1)シールド内導水管（西谷立坑内） ～ 場内管路φ2400

㎜（別途工事） 15 

付帯；バタフライ弁 

C8 西谷接続管(2) φ2000mm 
既設相模湖系導水管φ2000mm 分岐 

15 
付帯；バタフライ弁 
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表 １-３ 工事目的物一覧（２/２） 

種

別 

工

種 

記

号 
名 称 仕様・規格等 図番 

接

続

管

路 

開

削

工 

C9 鶴ケ峰接続管(1) φ1500mm 
鶴ケ峰立坑内、(S2)シールド内連絡管連絡 

16 
付帯；Ｔ字管1500mm×1500mm 

C10 鶴ケ峰接続管(2) ― (C9)鶴ケ峰接続管(1) ～ (J2)鶴ケ峰新接合井 16 

C11 鶴ケ峰接続管(3) ― 
(J2）鶴ケ峰新接合井 ～ 既設鶴ケ峰第二接合井 

16 
付帯；バタフライ弁 

C12 鶴ケ峰接続管(4) ― 
(J2)鶴ケ峰新接合井 ～ 既設工水ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管φ1000mm 

16 
付帯；バタフライ弁 

C13 工水接続管 ― 

(S2)シールド内連絡管（工水立坑内） ～ 既設工水沈でん

池直送管φ1100mm 
17 

付帯；切換弁 

C14 
５号配水池 

接続管 

上流側 ― 
既設川井５号配水池ﾄﾞﾚｰﾝ管φ800mm ～ 既設雨水人孔① 

２ 付帯；バタフライ弁×２基 

下流側 ― 既設雨水人孔② ～ 既設遊水池 

接
合
井 

構
造
物
築
造
工 

J1 川井新接合井  

付帯；越流堰 

接続管路；(C1)川井接続管(1)、(C2)川井接続管(2)、(C3)川

井接続管(3)、(C4)川井接続管(4) 

２ 

J2 鶴ケ峰新接合井  

付帯；越流堰 

接続管路；(C10)鶴ケ峰接続管(2)、(C11)鶴ケ峰接続管(3)、

(C12)鶴ケ峰接続管(4) 

16 

管
理
人
孔 

M1 旧旭・瀬谷ＳＣ人孔RC造 中床版、昇降階段 

11 

27 

33 
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図 １-２ 工事目的物概要図
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基本要件 

工事目的物の引渡しと施設運用形態 

本工事は、表 ２-１に示す引渡し期限までに第１の４に示す工事目的物の引渡しを行う。

引渡し後、既設導水施設から引渡しを受けた工事目的物へ順次運用を切り替える。 

なお、工事目的物の施工順序は問わない。 

各引渡し期限の施設運用形態を【別紙１ 施設運用形態】、各運用形態における工事目的物

の導水量を表 ２-２に示す。 

 

表 ２-１ 引渡し期限と施設運用形態 

引渡し期限 引渡し対象の工事目的物 施設運用形態 

令和10年３月まで 

S1（旧旭・瀬谷ＳＣ立坑～西谷立坑） 

S2（旧旭・瀬谷ＳＣ立坑～鶴ケ峰立坑） 

C5、C6、C7、C8、C9、C10、C11、C12、 

J2、M1 

現況運用 

令和15年３月まで 上記を除く全て 先行運用 

令和15年４月以降

（通常） 
－ 通常運用 

令和15年４月以降

（臨時） 
－ 

臨時運用 

（既設導水路断水時） 

 

表 ２-２ 各運用形態における導水量 

施設運用形態 工事目的物（導水方向順） 導水量 

現況運用 － － 

先行運用 

C11、J2、C10、C9、S2（旧旭・瀬谷ＳＣ立坑～鶴ケ峰

立坑）、C6、C5、S1（旧旭・瀬谷ＳＣ立坑～西谷立坑）、

C7 

134,000m3/日 

通常運用 
C1、J1、C4、S1（川井立坑～旧旭・瀬谷ＳＣ立坑）、C5、

S1（旧旭・瀬谷ＳＣ立坑～西谷立坑）、C7 
394,000m3/日 

臨時運用 

（既設導水路断

水時） 

C1、J1、C4、S1（川井立坑～旧旭・瀬谷ＳＣ立坑）、C5 480,000m3/日 

S1（旧旭・瀬谷ＳＣ立坑～西谷立坑）、C7 394,000m3/日 

C6、S2（旧旭・瀬谷ＳＣ立坑～鶴ケ峰立坑）、C9、S2（鶴

ケ峰立坑～工水立坑）、C13 
86,000m3/日 
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水理条件 

既存施設の運用水位を表 ２-３に示す。 

 

表 ２-３ 既存施設の運用水位 

施設名称 運用水位 備   考 

相模原沈でん池 TP+103.00ｍ  

川井接合井 TP+81.70ｍ  

鶴ケ峰第二接合井 TP+77.00ｍ 使用休止中 

鶴ケ峰接合井 TP+76.80ｍ  

西谷着水井 TP+74.50ｍ  

工水分水井 TP+77.40ｍ  

 

工事用地 

共通事項 

立坑及び資材置き場等の用途に供する工事用地を表 ２-４及び【別紙２ 工事用地平

面図】に示す。工事用地の使用に伴う付帯工の要求水準は、第４の２に示す。 

 

表 ２-４ 工事用地 

場所 記号 面積 昼夜施工区分 

川井浄水場内 － 約 2,600m2 

昼夜 

公有地内 － 約 1,200m2 

旧旭・瀬谷ＳＣ内 － 約 1,400m2 

西谷浄水場内 

西① 約 1,800m2 

西② 約 180m2 

西③ 約 270m2 

西④ 約 1,000m2 

鶴ケ峰配水池構内 

鶴① 約 1,200m2 

鶴② 約 1,100m2 

鶴③ 約 1,500m2 

工水事務所敷地内 － 約 570m2 

 

各工事用地の使用は、本工事の内容から逸脱しない範囲において、その用途を定めな

い。 

表 ２-４に示す昼夜施工区分は、第５の１(1)及び(3)クを満たした場合に限る。 

工事用地内に既設の人孔がある場合、資機材、設備等は人孔蓋から１ｍ以上の離隔を

確保した位置に設置するとともに、常に所有者が人孔内に立ち入ることができる状態を

確保する。ただし、所有者の指示によって直ちに資機材、設備等を移設できる場合は、

この限りでない。 
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夜間及び土日祝日の施工の場合、【別紙２ 工事用地平面図】に示す「夜間・休日立

入禁止ライン」を越えた人の移動を認めない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。 

夜間及び土日祝日の施工中に【別紙２ 工事用地平面図】に示す「夜間・休日立入禁

止ライン」を越えた人の移動を制限するために、必要な仮設フェンス及び門扉等を設置

する。 

川井浄水場内 

工事用地へのアクセスは、工事用地の西側及び北側の場外道路からに限る。 

西谷浄水場内 

昼間の各工事用地へのアクセスは、原則として正門から着水井北側の場内道路を経由

したルートに限る。ただし、第１の２(6)に示す関連工事により当該ルートでのアクセス

が不可の場合は、同工事の請負人と調整の上、別のルートからアクセスすることとする

が、この場合も原則として着水井北側の場内道路を経由したルートに限る。 

夜間及び土日祝日の各工事用地へのアクセスは、西門からに限る。ただし、工事車両

の通行は認めない。 

施工中及び休工中であっても、水道局職員及び水道局が指定する者（以下、「職員等」

という。）がポンプ場通用門から３号配水池西側へ徒歩で、及び着水井北側の場内道路

から３号配水池西側へ車両（最大４トンタンクローリーを想定）で安全にアクセスでき

る状態を確保する。職員等が当該場所へアクセスする場合は、事前に連絡を行う。 

鶴ケ峰配水池構内 

工事用地（鶴①）へのアクセスは、正門からに限る。 

工事用地（鶴②及び③）へのアクセスは、任意とする。 

鶴ケ峰配水池の床版上への車両の乗入れは認めない。 

施工中及び休工中であっても、職員等が正門から鶴ケ峰接合井及び鶴ケ峰着水井へ徒

歩で、及び鶴ケ峰配水池側へ車両（最大10トントラックを想定）で安全にアクセスでき

る状態を確保する。職員等が当該場所へアクセスする場合は、事前に連絡を行う。 

工水事務所敷地内 

施工中及び休工中であっても、職員等が東門から所定の駐車場所へ車両（最大10トン

タンクローリーを想定）で、及び正門から次亜室近傍へ車両（最大４トンタンクローリ

ーを想定）で安全にアクセスできる状態を確保する。職員等が当該場所へアクセスする

場合は、事前に連絡を行う。 

 

地下埋設物 

地下埋設物を【別紙２ 工事用地平面図】及び【別紙３ 工事目的物平面・断面図（参考

図）】に示す。 

なお、現地状況と相違がある場合は、着工時の現況を優先するものとする。 

 

土質条件 

土質条件を【貸与資料２から９ 地質調査業務委託（その１から８） 報告書（参考）】に
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示す。 

なお、当該貸与資料に示されない既存のボーリング柱状図は、請負人の責任において資料

を収集すること。 
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工事目的物の要求水準 

共通事項 

基本的な考え方 

水道システム全体として調和のとれたものになるよう留意して、次の事項により施設整

備を行うものとする。 

構造上安全で、水理的な諸条件を満たし、必要な能力を備えていること。 

水質上安全であること。 

法令や基準に準拠していること。 

経済性に配慮しつつ、施工及び維持管理が有利であること。 

将来の拡張、改良、更新に配慮していること。 

耐震性能 

工事目的物は、重要度の区分をランクＡ１とし、表 ３-１の耐震性能を有することとす

る。耐震性能の考え方は、「水道施設耐震工法指針・解説」による。 

 

表 ３-１ ランクＡ１施設が保持すべき耐震性能 

地震動 耐震性能 定義 

レベル１ 

地震動 
耐震性能１ 

地震によって健全な機能を損なわない性能 

レベル２ 

地震動 
耐震性能２ 

地震によって生じる損傷が軽微であって、地震後に必要とする

修復が軽微なものにとどまり、機能に重大な影響を及ぼさない

性能 

 

耐用年数 

工事目的物は、表 ３-２の耐用年数を満足することとする。 

 

表 ３-２ 耐用年数 

施設 管路 構造物 

耐用年数 80 年 100 年 

 

 

シールド内管路 

共通事項 

管路は、シールドトンネル内に二次覆工として内挿すること。 

管の安全性の検討は、シールドトンネルを仮設構造物として行うこと。 

管路とセグメントの間隙には充填材を充填すること。 

管材料は水道用ダクタイル鋳鉄管（JWWA G 113）とし、内面はライニングとする。 

管厚は２種管相当以上とする。 

継手の接合形式はＵＳ形Ｒ方式（JDPA G 3002-2）とする。 
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全継手部について、水圧試験用テストバンドを用いて水圧試験を実施すること。 

個別事項 

各シールド内管路の要求事項を表 ３-３に示す。 

 

表 ３-３ シールド内管路個別事項 

記号 名称 概要 要求事項 

S1 シールド内導水管 川井立坑から旧旭・瀬谷ＳＣ立坑

を経由し、西谷立坑までの区間を

導水する管路。 

・管路の口径は、2400mm とする。 

 

S2 シールド内連絡管 旧旭・瀬谷ＳＣ立坑から鶴ケ峰立

坑を経由し、工水立坑までの区間

を導水する管路。 

・管路の口径は、1500mm とする。 

 

 

接続管路 

共通事項 

口径指定のない管路の口径及び各弁の仕様は、設定最大流量を満足するよう設定する

こと。 

管材料は原則、水道用ダクタイル鋳鉄管（JWWA G 113及びJWWA G 114）の２種管相当

以上とすること。ただし、現場条件に応じてダクタイル鋳鉄管の配管設計が困難な場合

は、水道用塗覆装鋼管を使用することができる。 

管路には、ポリエチレンスリーブを被覆すること。 

管路内の空気溜りが生じる箇所に空気弁を配置すること。 

埋設バルブ設置部には、原則として弁室を設けること。 

躯体（弁室を除く）との境界部は地震時等の変位に対応する構造とすること。 

不平均力に耐える構造とすること。 

個別事項 

各接続管路の要求事項を表 ３-４に示す。 

 

表 ３-４ 接続管路個別事項 

記号 名称 概要 要求事項 

C1 川井接続管(1) 既設相模湖系導水管（φ1500mm×

２条）と(J1)川井新接合井を接続

する管路。 

・接続部の新設管側にバタフライ弁

を有する。 

・管路内に電動バタフライ弁を有す

る（電気工事は別途工事）。 

・管路内に流量計室を有する（流量

計の設置及び流量計に係る電気

工事は別途工事）。 

※既設管との接続において、第４の

２(2)アに示す工事と同時施工で
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あれば、既設管を断水できる。 

C2 川井接続管(2) 既設道志川系導水管（φ1100mm）と

(J1)川井新接合井を接続する管

路。 

・接続部の新設管側に電動バタフラ

イ弁を有する（電気工事は別途工

事）。 

※既設管との接続において、既設管

の断水はできない。 

C3 川井接続管(3) 既設川井接合井（RC 造）と(J1)川

井新接合井を接続する管路（ただ

し、接続は別途工事）。 

・管路内にバタフライ弁を有する。 

・バタフライ弁から直管を１本布設

し、管端を管栓止めする。 

C4 川井接続管(4) (J1)川井新接合井と(S1)シールド

内導水管（川井立坑内）を接続す

る管路。 

・管路の口径は、2400mm とする。 

C5 旭・瀬谷接続管(1) 旧旭・瀬谷ＳＣ立坑内で、(S1)シ

ールド内導水管を接続する管路。 

・管路内に、(C6)旭・瀬谷接続管(2)

への分岐構造を有する。 

・分岐部上流側にバタフライ弁を有

する。 

・将来、管路内に人が入るための人

孔を設置する。 

・管路の口径は、2400mm とする。 

・分岐部の口径は、1500mm とする。 

C6 旭・瀬谷接続管(2) (C5)旭・瀬谷接続管(1)と(S2)シー

ルド内連絡管を接続する管路。 

・管路の口径は、1500mm とする。 

・管路内に仕切弁を有する。 

・将来、管路内に水中ポンプを投入

することが可能な構造とする。 

C7 西谷接続管(1） (S1)シールド内導水管（西谷立坑

内）と場内管路φ2000mm（別途工

事）を接続する管路。 

・管路の口径は、2400mm とする。 

・終点は、実験プラント跡地とする。 

・終点にバタフライ弁を有する。 

C8 西谷接続管(2) 既設相模湖系導水管（φ2000mm）と

西谷新着水井（別途工事）を接続

するために設ける分岐構造。 

・分岐部の口径は、2000mm とする。 

・分岐終点にバタフライ弁を有す

る。 

※既設管との接続において、既設管

の断水はできない。 

C9 鶴ケ峰接続管(1) 鶴ケ峰立坑内で、(S2)シールド内

連絡管を接続する管路。 

・管路内に、(C10)鶴ケ峰接続管(2)

への分岐構造を有する。 

・管路の口径は、1500mm とする。 

・分岐部の口径は、1500mm とする。 

C10 鶴ケ峰接続管(2) (C9) 鶴ケ峰接続管(1)と(J2)鶴ケ

峰新接合井を接続する管路。 

 

C11 鶴ケ峰接続管(3) (J2)鶴ケ峰新接合井と既設鶴ケ峰

第二接合井（RC 造）を接続する管

・管路内にバタフライ弁を有する。 

・既設鶴ケ峰第二接合井は補修・補
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路。 強を要する。 

※現在、既設鶴ケ峰第二接合井は休

止中。 

C12 鶴ケ峰接続管(4) (J2)鶴ケ峰新接合井と既設工水オ

ーバーフロー管（φ1000mm）を接続

する管路。(J2)鶴ケ峰新接合井か

ら越流水最大 86,000m3/日を既設

工水オーバーフロー管へ排水す

る。 

・管路内にバタフライ弁を有する。 

※現在、既設管は休止中。 

C13 工水接続管 (S2)シールド内連絡管（工水立坑

内）と既設工水沈でん池直送管

（φ1100mm）を分岐接続する管路。 

・接続部には切換弁を有する。 

※既設管との接続において、既設管

の断水はできない。 

C14 ５号配水池接続管 場内雨水管を経由して、既設５号

配水池ドレーン管（φ800mm）と既

設遊水池を連絡する管路。臨時運

用時に５号配水池の排水先を確保

する（最大 3,600m3/日）。 

 

（上流部） 既設５号配水池ドレーン管へ接続

し、既設雨水人孔①へ接続する排

水管路。 

・接続部の既設５号配水池ドレーン

管（φ800mm）下流側に１基、新設

管側に１基のバタフライ弁を有す

る。 

※既設管との接続は、既設管を断水

して行う。 

（下流部） 既設遊水池近傍の既設雨水人孔②

と既設遊水池を接続する排水管

路。 

・第３の３(1)イからカは適用しな

い。 

※既設遊水地との接続は、既設遊水

地が空水の時に行う。 

 

 

接合井 

共通事項 

接合井は水深3.0～5.0mとし、滞留時間は1.5分以上確保する構造とすること。 

接合井は、１池構造とすること。 

流出部にはスクリーンを設置すること。 

躯体は鉄筋コンクリート又はステンレス（SUS316以上）とすること。 

躯体からの漏水がないこと。 

接合井の周囲には転落防止柵を設けること。 

個別事項 

各接合井の要求事項を表 ３-５に示す。 

 



14 

 

 

 

表 ３-５ 接合井個別事項 

記号 J1 J2 

名称 川井新接合井 鶴ケ峰新接合井 

計画水位 TP+81.70m 
（先行運用時）TP+77.00m（想定） 

（臨時運用時）TP+77.90m（想定） 

接続管路 

(C1)川井接続管(1)、(C2)川井接続管

(2)、(C3)川井接続管(3)、(C4)川井接続

管(4) 

(C10)鶴ケ峰接続管(2)、(C11)鶴ケ峰接

続管(3)、(C12)鶴ケ峰接続管(4) 

要求事項 

・最大 172,000m3/日のオーバーフロー

機能を有する。 

・(C1)川井接続管(1)との接続部に角落

しを有する。 

（臨時運用時）最大 8,600m3/日のオーバ

ーフロー機能を有する。 

将来付帯施設 

（別途工事） 
水位計、粉末活性炭注入設備、覆蓋  

留意事項 

構造設定において、臨時運用時では、水

道施設設計指針に準じた滞留時間を確

保する必要はない。 

構造設定において、臨時運用時では、水

道施設設計指針に準じた滞留時間を確

保する必要はない。 

 

管理人孔（(M1)旧旭・瀬谷ＳＣ人孔） 

概要 

(C5) (C6)

 

 

要求事項 

躯体は、鉄筋コンクリート造とすること。 

躯体からの漏水がないこと。 

中床板は、縦配管の挙動、耐震性、耐久性、使用性、維持管理性等を考慮し、段数を含

めた各諸元を設定すること。 

頂版及び中床版には、資機材搬入出用、空気弁撤去用、職員立入用の計３箇所以上の

開口を設けること。 

頂版及び中床版の開口部には、転落防止柵を設置すること。 

頂版に設置する人孔蓋は、雨水等が浸入しない密閉性を有するものとすること。ただ

し、空気弁からのエアを地上に排出できる構造を持つものとする。 

階段を設置し、手摺りを設けること。 

底部に排水ピットを設け、人孔内に溜まった水をポンプ排水可能な構造とすること。 

地上に建屋は設けない。 

照明設備、換気設備は本設しないが、将来的に(S1)シールド内導水管内を空水にし、

人が管内に入ることを想定した施設構造とすること。  
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仮設工及び付帯工の要求水準 

仮設工 

シールド工 

一次覆工であるセグメントは、仮設構造物として扱う。 

シールドの平面及び縦断線形は、【別紙３ 工事目的物平面・断面図（参考図）】に示

す線形を基本とする。ただし、施工上可能であれば、公有地立坑を省略してもよい。 

シールドの平面線形は、民地境界を侵さないこと。 

シールドマシンと近接構造物との離隔は、シールドマシン外径の1.5倍以上を確保する

ことを基本とする。 

シールドトンネルの内空断面は、(S1)シールド内導水管、(S2)シールド内連絡管の水

道管が配管可能な内径を確保する。 

シールドの施工方法は、土質条件、掘進延長及び深度、影響等を考慮の上、安全かつ

経済的に施工できる工法を選定すること。 

シールドマシンの掘進方向は問わない。 

シールド工の施工においては、周辺の環境に即した騒音及び振動軽減対策を講じるこ

と。 

到達立坑に到達したシールドマシンは、一次覆工として使用しても良い。 

土留め工 

土留め工は、任意仮設とする。 

土留め工の施工法は、地形、立坑寸法と深度、周辺への影響等を考慮の上、安全かつ

経済的に施工できるよう選定すること。 

発進及び到達立坑の位置は、可能な限りシールド線形に曲部が生じないように選定す

ること。 

発進及び到達立坑の形状寸法は、シールド施工時、二次覆工時及び完成後の機能等を

考慮して決定すること。 

シールド工の発進、到達部では切羽の安定及び止水性確保のための適切な補助工法を

実施すること。 

立坑については、本設として工事目的物への転用を認める。 

土留め工においては、周辺の環境に即した騒音及び振動軽減対策を講じること。 

土留め材は、可能な限り撤去すること。 

 

付帯工 

工事用地全般 

施工上、埋設物、フェンス、門扉、植栽、その他工作物等が支障になる場合は、請負人

の責任において移設、撤去、復旧、その他必要な処置を行う。これらの処置を行う場合

は、所有者と協議の上、その方法、時期等を調整する。ただし、【別紙２ 工事用地平面

図】中で「（残置）」と示されたものについては、復旧の必要がない。 

撤去したフェンス、門扉、植栽等は、保管状況が良好であれば再利用を認める。 
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各用地の外周フェンス及び門扉を撤去した場合、施工中は同程度の規模の仮設フェン

ス及び門扉を設置し、セキュリティを確保すること。 

工事用地としての使用終了後は、アで所有者から特段の指示がある場合及び次の(2)か

ら(5)で定めのある場合を除いて、原則として現況復旧を行う。 

川井浄水場内 

川井接合井の上流側に位置する既設相模湖系導水管路（φ1500mm、２条）のうち、φ

900mm区間（小水力発電設備（室を含む）、電磁流量計（室を含む）、バイパス管、弁類

を含む）をφ1500mmの管路に布設替えする。詳細は、【別紙４ 既設相模湖系導水管路

（φ900mm区間）布設替えの施工順序（参考）】に示す。 

なお、管路の要求水準は、第３の３(1)に準じる。 

なお、電動バタフライ弁に係る電気工事は、別途工事とする。 

なお、超音波流量計に係る電気工事は、別途工事とする。 

小水力発電設備見学スロープを撤去する場合、復旧の必要がない。 

公有地内 

用地内の植栽を伐採した場合、復旧の必要がない。 

旧旭・瀬谷ＳＣ内 

旧旭・瀬谷ＳＣ庁舎（杭含む）、バイク置場、物置等を撤去する。 

西谷浄水場内 

工事用地（西①）内の実験プラント（杭含む）及びプラント用倉庫３棟を撤去する。 

工事用地（西④）を使用する場合、用地内の旧管路研修施設を撤去する。 
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業務仕様 

共通仕様 

本工事に関する主な法令等 

請負人は、本工事を実施するに当たり必要とされる関係法令等を遵守し、最新のものを

適用する。 

なお、本施設の整備に関して特に留意すべき主な法令等は、次のとおりである。 
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横浜市の条例等 

要綱・指針・示方書等 
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仕様書等 

積算基準 

本工事に適用する積算基準は次のとおりである。 

参考資料 

本工事の参考資料は、【別紙５ 参考資料の貸与】による。 
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請負契約及び工事の流れ 

水道局は、公告時に示す落札者決定基準に基づき決定した落札者と、落札価格を契約

金額として総価契約を締結する。 

請負人は、契約締結後、設計図書（設計成果物を除く。）に基づいて、種別・細別を含

めた工事費内訳書（レベル４）（金額入り）及び設計の工程と施工の概略の工程を示し

た全体工程表を作成し、水道局に提出する。 

請負人は、契約締結後に設計を実施し、設計の全て又は全体工程表に示した先行して

施工する部分の設計が完了したときに設計成果物を水道局に提出し、承諾を受けなけれ

ばならない。 

請負人は、ウで承諾を受けた設計成果物に基づいて、契約金額に対する詳細な工事費

内訳書（以下、「詳細内訳書」という。）を作成し提出しなければならない。このとき、

詳細内訳書の作成に先立ち、単価表を作成し、【別紙６ リスク分担表（案）】に基づく

水道局側のリスクによる変更を除き、総価の変更がないように単価を合意する。 

請負人は、詳細内訳書を水道局に提出し確認を受けた上で施工に着手しなければなら

ない。 

契約期間中に生じる設計図書の変更は、【別紙６ リスク分担表（案）】に基づき、エ

に示す合意単価に準じて行う。 

詳細内訳書に記載のない項目については、水道局と請負人で協議の上、決定する。 

請負人は、工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減するこ

とを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、横浜市水道局契約後ＶＥ方式実

施要綱の定めるところにより、水道局に提案することができる。 

 

 

図 ５-１ 工事の流れ（概略図） 
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共通事項 

全体工程表及び体制表の作成 

請負人は、契約締結後速やかに全体工程表及び体制表を作成し、水道局に提出しなけ

ればならない。 

設計及び施工を包括した工程表のこと。請負人は、設計及び施工について作業工程

の脱漏や不具合がない全体工程表を作成し、必要に応じて随時更新すること。 

設計及び施工を包括した体制表のこと。体制表には【別紙７ 業務体制図】に記載

された技術者及びその役割について記載すること。次の a から d に代表的な技術者の

役割を示す。当該別紙に記載のない技術者については必要に応じて適宜記載すること。 

現場代理人は、設計及び施工の取りまとめを行う。 

監理技術者は、施工の取りまとめを行う。 

管理技術者は、設計の技術上の管理及び指揮監督を行う。 

照査技術者は、設計の技術上の照査を行う。 

設計成果物の修正 

協議等 

水道局及び請負人は、協議、通知、報告、提出、承諾及び回答を、書面で行わなければ

ならない。この場合、特段、書式に定めを必要としない場合には、打合せ簿により行う

ものとする。 

守秘義務及び個人情報の保護 
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引渡し前における設計成果物の使用 

安全等の確保 

関係機関への手続 

なお、本工事に関連する関係機関への手続きのうち、現時点で想定されるものを表 

５-１に示す。請負人は全体工程を踏まえた上で、必要な資料を作成し、水道局へ提出

すること。また、表 ５-１に記載がない手続きについても、本工事の遂行に必要なも

のがあれば水道局に協力すること。 

 

表 ５-１ 関係機関手続き一覧 

手続き内容  手続き対象 関係機関 

占用許可申請 道路 国道 16 号 国土交通省保土ケ谷出張所 

  市道 
旭土木事務所 

保土ケ谷事務所 

 河川 帷子川 
神奈川県横浜川崎治水事務所 

道路局河川事業課 

近接協議 道路 第二鶴ケ峰歩道橋 旭土木事務所 

 
 

環状２号線 浄西新橋 

環状２号線 水の坂橋 
道路局管理課 

  橋梁 14 基 道路局橋梁課 

 河川 学校橋 道路局河川事業課 



23 

  帷子川トンネル 
神奈川県横浜川崎治水事務所 

 

 鉄道 東海道新幹線 ＪＲ東海 

 下水道 

中山汚水幹線φ1500   

川井汚水幹線 φ1500   

二俣川汚水幹線 φ1500 

環境創造局管路保全課 

 その他 企業団送水管φ2000 神奈川県内広域水道企業団 

  東電洞道 東京電力パワーグリッド(株) 

  中圧ガス管φ650 
東京ガス(株)神奈川導管ネットワ

ークセンター 

  NTT 電線管 NTT 

 

近隣 

健康診断 

【別紙８ 衛生管理に関する特記仕様書】に基づき、適切に実施すること。 

疑義の解釈 

本書に定める事項について疑義が生じた場合、または本書に定めのない事項について

は、水道局、請負人で協議の上、これを定める。 

調査 

地下埋設物及び地上構造物調査 
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設計対象区域の上水道・下水道・ガス・電気・電話等地下埋設物及び地上構造物につ

いて、種類、位置、形状、深さ、構造等をそれぞれの企業者が有する資料と照合し、確認

すること。 

その他調査 

その他、請負人が設計及び施工に当たって必要な調査を実施する場合は、調査着手前

に調査計画書を作成し、水道局に提出を行い、実施すること。 

 

 

 

設計に関する仕様 

共通 

検討資料 

設計成果物 

請負人は、設計における一連の結果を設計成果物としてとりまとめて提出すること。

成果物の部数については次のとおりとする。 

報告書（装丁：黒表紙金文字入り）     ２部 

報告書概要版               ２部 

作成された資料の電子媒体（ＣＤ、ＤＶＤ等）２部（正、副） 

照査 

審査 



25 

測量 

目的 

本工事を設計するために必要な占用路線の状況把握を目的として測量調査を行う。 

内容 

地質調査 

目的 

本工事を設計するために必要な土質定数の把握及び建設発生土の処分に伴う土砂検定

試験を目的として地質調査を行う。 

内容 

詳細設計 

業務内容 

請負人は、水道局が提供する資料（既設施設のしゅん工図等）のほか、業務上必要

な資料の収集、調査を行い、現況調査の基礎資料とする。 

請負人は、設計路線の踏査、公私道の調査、公図・土地所有者の確認、地下埋設物の
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調査、支障となる物件(電柱、架空線等の調査)、近接構造物の具体的調査、掘削規制

区間等の調査を行う。 

また、地形及び地質等の自然状況、沿道、交差、周辺構造物、土地利用状況、車両交

通量等について調査を行い、資料収集結果と共に整理し、問題点を抽出した上で、報

告書に取りまとめるものとする。 

設計図書に示す事項、現地調査結果、収集資料等に基づき、工事目的物、仮設及び

付帯物について工法比較、構造計画、仮設計画、施工計画、工事工程等の整理及び検

討を行うものとする。 

設計計画に基づき、水理計算、構造計算（耐震設計含む）及び仮設計算等を行うも

のとする。 

 第４の２(4)及び(5)に示す建築物の撤去工事の詳細設計を行う。石綿含有調査につ

いては、建材製品中のアスベスト含有率測定方法（JIS A 1481）に準じて行う。調査

結果により、必要に応じて石綿含有建材の除去計画を検討する。 

今回の布設ルートについて、近接する他企業構造物に対する影響検討を行うこと。 

影響検討にあたっては、ＦＥＭ解析又は簡易式影響検討等により地盤変状予測を実

施し既設構造物の安全性を検討するものとする。なお解析業務にあたっては水道局及

び既設構造物管理者と協議の上、対象物件に適した手法、手順により実施するものと

する。影響検討業務については次の内容を行う。 

決定した案に基づき、案内図、平面図、断面図、配管図、縦断図、仮設構造図及びそ

の他指定する図書を作成する。 

決定した設計図面に基づき、次に示す施工数量等を作成する。 

請負人は、施工に先立ち、本工事が横浜市水道局工事安全管理規程（以下「安全管
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理規程」という。）に基づく安全管理指定工事に該当するかを水道局と協議すること。 

協議の結果、安全管理指定工事に該当した場合は、安全管理規程に定める安全管理

を適切に実施すること。 

 

 

 

施工に関する仕様 

適用 

本工事は、水道工事施工要領、水道工事標準仕様書、横浜市土木工事共通仕様書及び表 

５-２に示す仕様書等の最新版を適用する。 

 

 表 ５-２ 仕様書等一覧 

仕様書等 改定年月日 備考 

水道工事施工管理基準  ※ 

水道局設計標準図 R２年１月  

土木工事施工管理基準（横浜市道路局） R 元年７月  

道路構造物標準図集（横浜市道路局） R 元年５月  

建設副産物の処理及び再生材の使用に関する特記仕様書 H29 年７月１日 ※ 

施工方法等指定に関する特記仕様書 H20 年２月５日 ※ 

水道工事の現場環境改善に関する特記仕様書 H30年 10月１日 ※ 

アスファルト混合物事前審査制度における特記仕様書 H10 年４月１日 ※ 

安全管理指定工事に関わる特記仕様書 H26年１月23日 ※ 

段階点検制度（仮設工等)に関する特記仕様書 R２年１月 24 日 ※ 

配管材料調達に関する特記仕様書 R２年１月 24 日 ※ 

小型仕切弁室及び消火栓室設置に関する特記仕様書 H30 年１月１日 ※ 

管明示テープ施工に関する特記仕様書 H27年１月29日 ※ 

埋設用明示シート敷設に関する特記仕様書 H12年 10月 1日 ※ 

ポリエチレンスリーブ施工に関する特記仕様書 R２年１月 24 日 ※ 

｢工事中の歩行者に対するﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ推進｣に関する特記仕様書 H17 年７月１日 ※ 

土木コンクリート構造物の品質確保における特記仕様書 H28 年４月１日 ※ 

｢コンクリート構造物の施工完了後の検査｣実施要領 H28 年４月１日 ※ 

｢コンクリート構造物のひび割れ発生状況の調査｣実施要領 H30年 10月１日 ※ 

契約後ＶＥ方式の実施に関する特記仕様書 H24 年７月１日 ※ 

中間技術検査に関する特記仕様書 H16 年４月１日 ※ 

水道工事完成図作成の標準 H31 年１月１日 ※ 

電子納品に関する特記仕様書 R２年１月 24 日 ※ 

個人情報取扱特記事項（請負工事用） H28 年１月 ※ 

高級舗装の路盤先行工事に関する特記仕様書 H22 年４月６日 ※ 
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耐摩板施工(サンドエロージョン対策）に関する特記仕様書 H25年 10月１日 ※ 

GX 形ダクタイル鋳鉄管を使用した工事に関する特記仕様書 R２年１月 24 日 ※ 

ワンデーレスポンスに関する特記仕様書 H27年２月20日 ※ 

デジタル工事写真の小黒板情報電子化に関する特記仕様書 H29年 12月４日 ※ 

快適トイレの設置に関する特記仕様書 H30年 10月１日 ※ 

建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ(COBRIS)の使用に関する特記仕様書 H31 年１月１日 ※ 

不断水切替弁を使用した工事に関する特記仕様書 H27 年２月９日 ※ 

損害補償業務特記仕様書 R２年１月 24 日 ※ 

※水道工事施工要領第３編及び第５編に掲載。 

 

時期及び時間的制約 

本工事区間に施工時期、施工時間等の制約条件がある場合は、適切な処置を行うこと。 

特定建設作業 

特定建設作業に該当する作業については、関係法令を遵守すること。 

試掘調査 

請負人は、水道局との協議により、試掘の位置等を決定すること。 

家屋調査 

築造する立坑の影響範囲において、家屋調査を行うこと。影響範囲は、掘削底部より地

上に向かって 45 度に立ち上がった円形の範囲とする。 

建設発生土及び産業廃棄物 

「本市工事に伴い排出する建設副産物の処分要領」に準拠して処分を行うこと。 

アに記載のない産業廃棄物の処分先は、確認処分とする。 

地質調査の結果から「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」に

定める基準に適合しないレベルの有害物質（ヒ素又はその化合物）を含むものがあるの

で、特別管理産業廃棄物として適切に処分すること。 

建設発生土は、設計段階から掘削断面の合理化や工法の選定などにより発生土量の抑

制を行った上で、現場内利用等の再利用を検討すること。 

排水（濁水処理含む） 

本工事に伴い発生する排水については、関係法令を遵守し適切な処置を行うこと。 

舗装の切断作業時に発生する濁水等の処分先は、確認処分とする。 

工事材料の調達 

工事材料は、工事請負人の購入とする。 

建設リサイクル 

本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象工事とする。 

週休２日制確保モデル工事 

本工事は、「発注者指定型週休２日制確保モデル工事」の対象案件とする。 
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セルフモニタリング 

目的 

請負人は、設計及び施工が要求水準書等に定める要件及び提案書類に示した内容を満たし

ていることを確認するため、本工事のセルフモニタリングを行うこと。 

 

時期及び内容 

請負人は、基本的に次の項目における設計及び施工の管理を行うこと。また、請負人は具

体的なセルフモニタリングの時期及び内容を記載した計画書を提出し、水道局の確認を得る

こと。 

設計時における設計成果物等の確認 

施工前における施工計画及び品質管理計画の確認 

各施工段階における施工及び品質の確認 

施工完了時における工事目的物の確認 

 

結果の報告 

請負人は、上記２に示す各段階において報告書を提出し、水道局の確認を得ること。 

 


